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な
ど
を
失
っ
て
も
預
金
の
引
き
出
し

や
被
災
者
支
援
な
ど
が
受
け
ら
れ
る

よ
う
、
本
人
確
認
手
段
と
し
て
の
役

割
も
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
の
適
用
は
、ま
ず「
税
」「
社

会
保
障
」「
災
害
」
の
3
分
野
と
規

定
さ
れ
て
い
る
。

　

法
人
番
号
に
つ
い
て
も
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
法
が
規
定
し
て
い
る
。
法
人

番
号
の
使
い
方
に
法
的
な
制
限
は
な

く
、汎
用
的
な
企
業
コ
ー
ド
と
し
て
、

自
由
な
民
間
利
用
が
で
き
る
。
ほ
か

の
企
業
と
の
取
引
記
録
を
名
寄
せ
す

る
作
業
の
効
率
化
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
効
果
が
期
待
で
き
そ
う
だ
が
、
企

業
側
の
関
心
は
低
い
。

　

政
府
が
発
表
し
た
導
入
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
に
よ
る
と
、
個
人
番
号
と
法
人

番
号
の
通
知
は
15
年
に
始
ま
る
。
16

年
に
は
個
人
番
号
を
交
付
し
、
番
号

の
利
用
も
開
始
。
17
年
に
関
連
シ
ス

テ
ム
の
運
用
が
始
ま
る
。

　

自
治
体
な
ど
の
シ
ス
テ
ム
改
修
や

新
規
開
発
投
資
は
２
千
億
〜
３
千
億

円
程
度
と
見
込
ま
れ
て
い
る
。
矢
野

経
済
研
究
所
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
関
連

の
Ｉ
Ｔ
ニ
ー
ズ
と
し
て
、
以
下
の
５

【マイナンバー制度】
【官民連携で利用拡大を】

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
は
２
０
１
３

年
５
月
に
成
立
し
た
。
正
式
名
称

は
「
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の

個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の

利
用
等
に
関
す
る
法
律
」
で
あ
り
、

国
民
一
人
一
人
に
番
号
を
付
与
し
、

社
会
保
障
や
税
の
諸
手
続
き
に
お

け
る
共
通
番
号
と
し
て
利
用
す
る

と
い
う
も
の
だ
。

　

最
大
の
目
的
は
、
国
民
の
所
得
や

納
税
、
社
会
保
障
に
関
す
る
手
続
き

な
ど
を
一
元
的
に
管
理
し
、
税
負
担

や
社
会
保
障
給
付
を
公
平
で
確
実
に

行
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
東
日
本

大
震
災
の
経
験
か
ら
、
災
害
で
通
帳

分
野
が
あ
る
と
分
析
し
て
い
る
。

　

①
政
府
系
中
核
シ
ス
テ
ム
＝
中
央

政
府
と
自
治
体
を
結
び
、
制
度
の
運

用
を
支
え
る

　

②
自
治
体
の
業
務
シ
ス
テ
ム
＝
住

民
記
録
、
税
、
社
会
保
障
業
務
に
関

わ
る
基
幹
系
シ
ス
テ
ム

　

③
そ
の
ほ
か
政
府
系
シ
ス
テ
ム
＝

国
税
な
ど

　

④
企
業
の
人
事
系
シ
ス
テ
ム
＝
従

業
員
の
個
人
番
号
管
理
や
所
定
の
手

続
き
を
行
う

　

⑤
将
来
の
利
用
拡
大
、
官
民
連

携
、
民
間
利
用
に
関
係
す
る
シ
ス

テ
ム

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、
既
存
の

制
度
や
手
続
き
を
置
き
換
え
る
「
ス

モ
ー
ル
ス
タ
ー
ト
」
を
想
定
す
る
。

施
行
か
ら
３
年
を
め
ど
に
利
用
範
囲

の
拡
大
を
検
討
し
、
必
要
な
措
置
を

講
じ
る
と
し
て
い
る
。

　

政
府
が
新
し
い
国
家
Ｉ
Ｔ
戦
略
と

位
置
づ
け
る
「
世
界
最
先
端
Ｉ
Ｔ
国

家
創
造
宣
言
」
で
も
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

日
本
が
Ｉ
Ｔ
先
進
国
を
目
指
す
な

ら
、
官
民
の
連
携
に
よ
る
利
用
拡
大

は
不
可
欠
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
Ｉ
Ｔ

先
進
国
と
し
て
知
ら
れ
る
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
で
は
行
政
手
続
き
は
も
ち
ろ

ん
、
レ
ン
タ
ル
ビ
デ
オ
の
貸
し
出
し
、

賃
貸
住
宅
の
契
約
な
ど
の
民
間
取
引

で
も
利
用
さ
れ
る
。
日
本
で
の
利
用

が
３
分
野
に
と
ど
ま
る
な
ら
、
せ
っ

か
く
の
制
度
も
宝
の
持
ち
腐
れ
と
な

り
か
ね
な
い
。

　

一
方
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
観

点
か
ら
多
く
の
課
題
も
指
摘
さ
れ

る
。
法
律
に
よ
り
、
個
人
番
号
を
含

む
個
人
情
報
（
特
定
個
人
情
報
）
は

厳
格
な
取
り
扱
い
が
求
め
ら
れ
る
。

法
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
除
く
と
、

収
集
や
保
管
、
フ
ァ
イ
ル
作
成
、
第

三
者
へ
の
目
的
外
提
供
は
原
則
と
し

て
禁
じ
ら
れ
る
。
情
報
漏
え
い
に
も

厳
し
い
罰
則
を
定
め
た
。

　

現
在
の
と
こ
ろ
、
医
療
や
金
融
な

ど
の
分
野
で
民
間
活
用
が
検
討
さ
れ

て
い
る
。
社
会
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
確

立
し
、
国
民
生
活
の
利
便
性
向
上
に

つ
な
が
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

（
矢
野
経
済
研
究
所

エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
Ｉ
Ｔ
グ
ル
ー
プ

　

主
任
研
究
員　

忌
部　

佳
史
）


